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１．預金取扱金融機関等
○地域銀行
○信用金庫、信用組合
○労働金庫、信用農・漁業協同組合連合会、
単位農協

２．預金取扱金融機関以外
○金融商品取引業者
○貸金業者
○資金決済法業者
・前払式支払手段発行者
・資金移動業者
・暗号資産交換業者
○少額短期保険業者
○保険代理業
○信用保証協会 ほか

金融行政機構

内 閣 府 財 務 省

金 融 庁

証券取引等監視委員会 公認会計士・監査審査会

財 務 局
理財部 金融監督課、金融調整官、検査総括課

統括金融証券検査官ほか
証券取引等監視官総合政策局

企画市場局
監督局

・財政の健全性確保等の任務を遂行する観点
から行う金融破綻制度及び金融危機管理に
関する企画・立案

委 任

総合出先機関

【財務局検査・監督の対象先】

・金融行政の戦略的立案、金融外交、国際
協調など
・金融関連の法令・制度の企画・立案
・金融機関等に対する検査・監督

・証券会社等の検査
・開示検査
・犯則事件の調査

・日本公認会計士協会が行う品質
管理レビューの審査、監査事務所
等への検査
・公認会計士試験の実施
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・

財務局・財務事務所

○ 財務局は、財務省の総合出先機関としてブロック単位
に設置されており、9財務局 (北海道、東北、関東、北陸、
東海、近畿、中国、四国、九州 )及び1財務支局 (福岡 )が
ある。

○ また、財務局･財務支局の下に、40箇所の財務事務所、
13箇所の出張所が設置されている。

○ 沖縄県では、内閣府沖縄総合事務局財務部が財務局の業
務を実施している。

○ 財務局の定員は、総計で約4 , 6 0 0名。
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北陸財務局について
本局を金沢市に置き、富山財務事務所（富山市）福井財務事務所（福井市）で組織。

職員数約180名（本局140名、両事務所各20名）

金沢市新神田

富山市牛島

福井市春山
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北陸財務局の主な業務内容

財政、国有財産、金融、経済調査と 「幅広い」 業務を実施

財 政

国有財産

金 融

経済調査

広報等

予算執行調査、災害査定立会、財政投融資

庁舎等の総合調整、まちづくりへの貢献

地域金融機関等の検査・監督

企業ヒアリング等を通じた地域経済情勢の調査

各種施策の広報、財政金融教育、地方創生に向けた取組み
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令和６年能登半島地震において北陸財務局が行った主な緊急対応業務

• 職員・家族の安否確認、安全確保
• 各部の対応状況を確認、非常時優先業務等以外の業務等の中止・延期等の整理
• 被災地への物資提供、被災自治体への人的支援等について協議

人的支援

• 「金融上の措置」要請文の発出（1/2）
管内金融機関等に対し、被災状況に応じた適時適切な措置を講ずるよう要請

• 金融機関営業情報の周知
金融機関の営業情報等をマスコミ周知・当局HPに掲載（ 1/3 ～随時更新)

• 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の活用促進
金融機関・弁護士向け勉強会の実施（3/8 三県弁護士会と共催）

≪災害査定立会≫
• 早期確認型査定等による災害査定立会業務を開始（2/14～）

≪その他≫
• 災害時の財政融資資金の活用を周知（1/1）、借入手続き等の弾力的な取扱いにつ
いて通知（1/22）

• 歳出予算の繰越承認申請手続き簡素化に係る事務連絡を発出（1/24）

被災自治体への物資提供

罹災証明発行に係る現地調査

支援物資の積込

輪島市への物資提供

〔石川県災害対策本部〕
・リエゾン派遣（1/2～：1名）
・支援物資の積込等（1/5：10名、小松空港・産業展示館）
・1.5次避難所運営（1/13～2/4：延べ135名）

〔自治体〕
・罹災証明発行事務、非常物資仕分け業務、公費解体申請
受付等業務について、被災自治体に職員を派遣

➢他財務局、金沢国税局、大阪税関金沢税関支署に連携を
呼びかけ、被災自治体のニーズに可能な限り対応

（延べ約4,100名、令和6年7月末時点）

• ニーズのあった輪島市（1/12,17,2/29）、能登町（1/31,2/7）、
珠洲市（4/3、12）に対し、飲料水、非常食等を提供

• 輪島市に対しては、地域連携の取組で繋がりがある永平寺町と協働
で物資を搬送(1/12)

災害査定立会の模様

１．北陸財務局令和６年能登半島地震災害現地対策本部の設置

２．政府・自治体の災害対処活動に対する支援

３．金融関係

５．財政関係

日程 派遣元
羽咋市 2/1～5/10 北陸財務局、大阪税関金沢支署 最大３名／日
能美市 2/5～2/29 北陸財務局 計２名／日
中能登町 2/5～ 北陸財務局、金沢国税局 最大26名／日
能登町 2/5～5/27 北陸財務局、金沢国税局 最大８名／日
加賀市 2/13～2/17 北陸、東北、関東、近畿、九州財務局 計８名／日
内灘町 2/19～3/1 北陸、関東、近畿、四国、九州財務局 最大５名／日

輪島市 3/4～ 北陸、北海道、九州財務局、
大阪税関金沢支署、金沢国税局 最大10名／日

穴水町 3/4～ 北陸、北海道、東北、東海、近畿、福岡
財務（支）局、金沢国税局 最大４名／日

珠洲市 3/4～ 北陸、東北、関東、東海、近畿、中国、
福岡、九州財務（支）局、金沢国税局 最大９名／日

七尾市 3/25～ 北陸、関東、近畿、四国、九州財務局、
金沢国税局、大阪税関金沢支署 最大17名／日

志賀町 4/5～ 北陸財務局、金沢国税局 最大４名／日

公費解体申請窓口

• 庁舎は輪島市・能登町に所在する2庁舎(※ 1)を除き、概ね業務
に支障なし、能登地区の宿舎(※2)は随所に被害を確認

【庁舎】・ 金沢新神田合同庁舎：近隣住民の避難受入(1/1)
【宿舎】・ 輪島・七尾宿舎：法務省特別機動隊の活動拠点・海上

保安庁BCP職員の住戸として、23戸を活用 (1/5～)
・ 金沢・小松市内の合同宿舎：被災者の応急的な住まい
として、石川県に対し105戸を使用許可
⇒被災者の入居受入33戸 (2/6～)

・ 輪島宿舎：公費解体に従事する事業者の宿泊場所
として、石川県に対し16戸を使用許可 (5/31～)

【国有地】・災害ごみ仮置場（能登町）、小学校仮設校舎（輪島市）、
応急仮設住宅（輪島市・珠洲市）敷地として活用(2/5～)

輪島宿舎敷地内の北陸電力電柱倒壊

被害状況

(※1) 輪島税務署：敷地内に設置した仮設プレハブ等にて業務（3/6～）
能登海上保安署：七尾港湾合同庁舎共用会議室にて業務（1/4～）

(※2) 七尾宿舎1号棟：被災度区分判定業務実施中（5/14～）

支援状況

災害ごみ仮置場

４．国有財産関係

石川 富山 福井
実施済箇所数 2,856 425 35

※R6.7.31現在（速報ベース）

（参考）
被害報告件数
22,008件
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日付 初動対応模様

1月1日 【発災認識<16:10>】
• 金融部門職員の安否所在、業務可能体制を確認
• 金融上の措置要請の発出を即断
• 監督先（管内）金融機関との連絡体制確保、被害状況入手
【石川・富山・福井県への災害救助法の適用】

2日 • 関係各所と協議・調整の上、金融上の措置要請文書の発出
• 当局HP、マスコミを通じ各県に対し要請文発出を周知
• 管内金融機関に、被害状況や4日以降の営業可否を確認

3日 • 管内金融機関支店の翌日の営業可否等を収集・集約（一覧化）
• マスコミ（新聞・TV・ラジオ等）に、管内金融機関の営業予定等について情報
提供・取材受
⇒当日以降、地元新聞・TV等での拡散を確認

4日

～

5日

• 管内金融機関支店の当日営業の確認、
今後の機能回復状況を把握できる体制、FSA連携の体制を構築

• FSA開設特設HPと当局の集約情報・新設特設HPとの連携を確立
• 石川県HPに当局特設HPリンク掲載
• 管内金融機関支店の営業状況等のHP公表開始
• 管内金融機関の翌3連休中の対応（相談窓口設置）、
条件変更手数料・義援金取扱い等の対応を集約・公表

(連休) • 管内金融機関支店の連休明け営業見込みを収集・集約、公表

9日
～

12日

• 管内金融機関支店の当日営業・精緻な機能回復状況を集約・更新公表
• 窓口相談状況や営業にあっての隘路（現金の余裕・法令上の規制等）を収
集、FSAと情報共有

15日
～

• 各情報集約・更新公表継続のほか、支店機能回復に向けた関係者（金融機
関等）との交渉・協議

北陸財務局金融部門の対応
次ページ参照
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○ 北陸財務局が「令和６年能登半島地震にかかる災害等に対する金融上の措置について」を要請しました（令和６年１月２日）。

※富山県、福井県、新潟県の金融機関にも同様に要請
（新潟県は関東財務局より要請）

７

金融機関等への要請（北陸財務局）



1．金融機関の対応総括

穴水町

能登町輪島市

珠洲市

志賀町

七尾市

羽咋市

氷見市

中能登町

△【北國銀行】高浜支店
〇【のと共栄信金】高浜支店
〇【興能信金】高浜支店

○…機能有（△…ATMのみ）
×…機能停止

×【北國銀行】珠洲支店
△【北陸銀行】珠洲支店
×【興能信金】珠洲支店

×【興能信金】松波支店
×【北國銀行】松波支店

×【北陸銀行】輪島支店
×【のと共栄信金】輪島支店
×【興能信金】輪島支店
×【北國銀行】輪島支店
×【北陸労金】輪島支店

×【北國銀行】門前支店
×【興能信金】門前支店

×【興能信金】柳田支店

〇【興能信金】本店営業部
△【北國銀行】宇出津支店
×【興能信金】小木支店
×【興能信金】能登町役場出張所

×【のと共栄信金】穴水支店
×【北國銀行】穴水支店
×【興能信金】穴水支店

〇【のと共栄信金】富来支店
×【北國銀行】富来支店

△【北國銀行】中島支店
×【興能信金】中島支店

〇【のと共栄信金】和倉支店
△【北國銀行】和倉支店

〇【のと共栄信金】鹿北支店

△【北國銀行】七尾支店
〇【北陸銀行】七尾支店
〇【のと共栄信金】本店営業部
〇【のと共栄信金】川原町支店
〇【興能信金】七尾支店
〇【北陸労金】七尾支店

△【北國銀行】羽咋支店
〇【北陸銀行】羽咋支店
〇【のと共栄信金】羽咋支店
〇【興能信金】羽咋支店

△【北國銀行】中能登支店
〇【のと共栄信金】かしま支店
〇【興能信金】鹿西支店

2．本支店の営業状況（1.4時点）

〇店舗・ATMは、店舗の損傷や断水等から、発災直後は営業休止の影響。1/4時点では能登地域の4市4町に全部で43ある各金融機関の店舗のうち27店舗
が全部または一部営業を休止せざるを得ない状況となった。
〇各金融機関は、多数の職員が被災する中、人員や場所の確保を工夫し、早期の店舗機能の復旧に尽力。
〇その上で、預金の払い戻しに係る柔軟かつ弾力的な対応、貸付金の返済一時停止・猶予といった金融支援、休日を含む特別相談窓口の設置、「自然災害に
よる被災者の債務整理に関するガイドライン」の適用・ 相談受付の案内といった各種被災者向けの取組みにも尽力。

穴水町

能登町輪島市

珠洲市

志賀町

七尾市

羽咋市

氷見市

中能登町

〇【北國銀行】高浜支店
〇【のと共栄信金】高浜支店
〇【興能信金】高浜支店

〇【北國銀行】珠洲支店
〇【北陸銀行】珠洲支店
〇【興能信金】珠洲支店

〇【興能信金】松波支店
▲【北國銀行】松波支店

〇【北陸銀行】輪島支店
〇【のと共栄信金】輪島支店
〇【興能信金】輪島支店
〇【北國銀行】輪島支店
〇【北陸労金】輪島支店

〇【北國銀行】門前支店
〇【興能信金】門前支店

〇【興能信金】柳田支店

〇【興能信金】本店営業部
〇【北國銀行】宇出津支店
〇【興能信金】小木支店
〇【興能信金】能登町役場出張所

〇【のと共栄信金】穴水支店
〇【北國銀行】穴水支店
▲【興能信金】穴水支店

〇【のと共栄信金】富来支店
▲【北國銀行】富来支店

〇【北國銀行】中島支店
〇【興能信金】中島支店

〇【のと共栄信金】和倉支店
〇【北國銀行】和倉支店

〇【のと共栄信金】鹿北支店

〇【北國銀行】七尾支店
〇【北陸銀行】七尾支店
〇【のと共栄信金】本店営業部
〇【のと共栄信金】川原町支店
〇【興能信金】七尾支店
〇【北陸労金】七尾支店

〇【北國銀行】羽咋支店
〇【北陸銀行】羽咋支店
〇【のと共栄信金】羽咋支店
〇【興能信金】羽咋支店

〇【北國銀行】中能登支店
〇【のと共栄信金】かしま支店
〇【興能信金】鹿西支店

3．本支店の営業状況（８.21時点）
○…機能有
▲…代替営業
×…機能停止

石川県能登地方（４市４町）における地域金融機関の主な対応

８
（2024年1月4日(木)15時時点、公表情報より作成） （2024年８月21日(水)15時時点、公表情報より作成）



金融庁・財務局の対応
1月2日 石川県、富山県、福井県、新潟県内の関係金融機関等に対し、財務局長及び日銀支店長の連名により要請文を発出

財務局を通じ、金融機関の店舗・ATMの営業状況を把握する体制の構築

金融庁長官をヘッドとする庁内横断の対応チームを設置

1月4日 被災者からの相談を受け付ける「令和６年能登半島地震金融庁相談ダイヤル」（フリーダイヤル）を設置

被災者の方々の金融分野の生活支援等に資する情報を掲載する特設ウェブサイト（日英）を設置

金融機関のニーズ等を把握するための情報収集を随時実施

1月5日 義援金等を装った詐欺に関する注意喚起文を公表

官民金融機関に対し、関係省庁と連名で、事業者等の資金繰り支援の徹底等を要請

各金融機関にて設置された休日でも対応可能な相談窓口の一覧を公表

有価証券報告書等の提出期限に関する特例措置を周知

（金融庁HPより）

1月11日 金融機関等に対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部改正を踏まえた対応について要請文を
発出（寄附のための現金振込みや被災者が本人確認書類を亡失した場合等における本人確認の簡素化、柔軟化）

1月12日 有価証券報告書等の提出期限に関し、「令和６年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し
適用すべき措置の指定に関する政令」による特別措置を周知

1月17日 日本貸金業協会に対し、貸金業法施行規則の一部改正を踏まえた対応について要請文を発出（被災者が貸金業者か
ら返済能力を超えない借入を行うための手続きの弾力化）

1月23日 金融機関等の報告の提出期限等に関する特例措置を周知

2月16日 金融機関に対し、実現可能性の高い抜本的な経営再建計画等の計画期間の延長など、貸出条件緩和債権の判定に
当たっての柔軟な取扱いについて周知

4月5日 石川県地域福祉推進支援臨時特例給付金及び令和６年能登半島地震自宅再建利子助成事業給付金が支給されるこ
ととなり、これらの給付金の差押を禁止する法令が４月５日に成立したことから、金融機関に対して周知文を発出 ９
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金融機関等への要請（関係省庁）
○ 被災した事業者や、同事業者と取引関係のある事業者など、災害の影響を受けた事業者の資金繰りに重大な支障が生じないよう、関係省庁連名で要

請文を発出しました（令和６年１月５日）。

１０



被災者の生活と生業（なりわい）支援のためのパッケージ

１１



被災者の生活と生業（なりわい）支援のためのパッケージ

（抜粋）
２．緊急対応策

（１）生活の再建
〇 金融支援・税制上の対応等

金融機関等に対して、預金通帳等を紛失した場合の柔軟な本人確認による預金の払戻しや、貸出金の返
済猶予等の条件変更対応、個人信用情報に関する取扱いの柔軟化、保険証券を紛失した場合の照会窓口
設置等による保険金支払い等の迅速化、保険料払込みの猶予期間の延長等を促す。
被災者が抱える住宅ローン等の免除・減額を含む債務整理を円滑に行うことにより、生活や事業の再建を
支援するため、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を周知・広報するとともに、当該手
続費用等を補助する。

（２）生業の再建
○中小・小規模事業者の支援

石川県の被災事業者において、既往債務が負担となり、事業再建に必要な新規資金調達が困難になる、
いわゆる二重債務問題に対応するため、地域経済活性化支援機構（REVIC）や中小企業基盤整備機構等の
官民ファンドを活用し、既往債務に係る債権買取や出資のスキームを検討する。

１２



自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

１３



自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン Q＆A

１４



復興相談センター・復興支援ファンド

１５



中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針（抄）

Ⅱ－５－２ 基本的考え方（地域密着型金融の目指すべき方向）

（１）地域経済の活性化や健全な発展のためには、地域の中小企業等が事業拡大や経営改善等を通
じて経済活動を活性化していくとともに、地域金融機関を含めた地域の関係者が連携・協力しながら中
小企業等の経営努力を積極的に支援していくことが重要である。なかでも、地域の情報ネットワークの
要であり、人材やノウハウを有する地域金融機関においては、資金供給者としての役割にとどまらず、
地域の中小企業等に対する経営支援や地域経済の活性化に積極的に貢献していくことが強く期待さ
れている。また、外部環境が大きく変化した等、地域の中小企業等が過剰な債務を抱えるようになった
場合には、地域金融機関において地域産業や顧客企業を下支えし、地域経済の回復・成長に貢献す
ることが重要であることから、資金繰り支援にとどまらない、顧客企業の実情に応じた経営改善支援や
事業再生支援等を先延ばしすることなく実施する必要がある。

（２）このため、地域金融機関は、経営戦略や経営計画等（以下「経営計画等」という。）の中で、地域密
着型金融の推進をビジネスモデルの一つとして明確に位置づけ、自らの規模や特性、利用者の期待
やニーズ等を踏まえて自主性・創造性を発揮しつつ、以下に示す「顧客企業に対するコンサルティング
機能の発揮」、「地域の面的再生や地域産業の下支えへの積極的な参画」、「地域や利用者に対する
積極的な情報発信」の取組みを中長期的な視点に立って組織全体として継続的に推進することにより、
顧客基盤の維持・拡大、収益力や財務の健全性の向上につなげていくことが重要である。

（３）また、地域金融機関が、地域密着型金融を組織全体として継続的に推進していくためには、経営
陣が主導性を十分に発揮して、本部による営業店支援、外部専門家や外部機関等との連携、職員の
モチベーション（動機付け）の向上に資する評価、専門的な人材の育成やノウハウの蓄積といった推進
態勢の整備・充実を図っていくことが重要である。 １６



再生支援の総合的対策(1/4)

１７



再生支援の総合的対策(2/4)

１８



再生支援の総合的対策(3/4)

１９



再生支援の総合的対策(4/4)

２０


